
 

 

 

 

 

 

個 人 情 報 保 護 宣 言 

 

１．基本方針 

当協会において業務上取扱う可能性のある情報には、企業情報のほか、個人を特定しうる情報も含まれており、

前払式支払手段発行業務又は資金移動業における安全指針を提案する立場にある当協会からこのような情報が漏

えいし悪用された場合には、当協会のみならず業界自体の信頼を失墜させることとなります。 

当協会としては、保有情報を第４の資産として位置づけ、特に個人情報について適正に保護・管理するため、情

報資産一般について策定した『情報安全管理基本規則』に加え『個人情報保護基本規則』を策定いたします。 

これらの規程は、当協会の個人情報を、故意や偶然という区別に関係なく、改ざん、破壊、漏えい等から保護され

るような管理策をまとめた文書です。 

当協会の情報資産を利用する者は、情報安全管理の重要性を認知し、個人情報保護法その他関係法令及び、

この『情報安全管理基本規則』及び『個人情報保護基本規則』を遵守し、情報資産の適正な管理に努めます。 

 

２．情報安全管理基本規則・個人情報保護基本規則の周知徹底 

当協会は、『情報安全管理基本規則』及び『個人情報保護基本規則』を当協会の職員等及び委託先に周知徹底

します。 

 

３．個人情報保護・情報安全管理体制の整備 

当協会は、情報管理責任者を置き、個人情報を含めた当協会の保有する情報の適正な管理を実施します。 

 

４．個人情報の取得における適正性の確保 

当協会は、会員や書籍を購入いただいた方からの申込書やアンケート等により、適正かつ公正な方法により、会員

の情報及び担当者の情報等を取得します。 

 

５．個人情報の利用目的による制限 

当協会が個人情報を取得した際には、以下の利用目的のみに利用し、他の目的に利用することはありません。 

(1) 前払式支払手段又は資金移動に関する調査研究業務 

(2) 前払式支払手段又は資金移動に関する苦情・相談業務 

(3) 前払式支払手段又は資金移動に関する登録申請・届出に関する手続き業務 

(4) 前払式支払手段又は資金移動に関する広報宣伝業務 

(5) 前払式支払手段又は資金移動に関する研修・セミナー等の法令遵守指導業務 

(6) 当協会の組織運営に関する業務 

 

６．個人情報の安全管理措置の実施 

当協会では、保有する個人情報に対する不正なアクセスを防止する技術的措置を講じるとともに、不正なアクセ

ス・情報漏えい等、当協会の情報安全管理基本規則及び個人情報保護基本規則に違反した職員等は、就業規則

に基づく懲戒の対象として厳しく取扱い、情報が外部に漏れることのないように万全の措置を実施します。 

 

７．個人情報の開示・訂正・利用停止要求に対する迅速な対応 

当協会では、保有する個人情報について、本人から開示・訂正・利用停止の申出があった場合には、本人からの

申出であることを確認の上、速やかに対応措置をとるものとします。 

 

８．個人情報に係る問い合わせ窓口の設置 

当協会の保有する個人情報に関するお問い合わせは下記窓口までご連絡ください。 

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 2-8 

社団法人 日本資金決済業協会 

ＴＥＬ 03-3219-0601 ＦＡＸ 03-3219-0602 




